
今回も前回に引き続き，知的財産に係る会計

についての諸論点を理解する上での前提となる

会計上の諸規定や基本的な考え方について，

Q&A形式でまとめました。今回のテーマは貸

借対照表と連結財務諸表，企業分析です。

財務諸表のうち貸借対照表とは，どの

ような内容を表示するものですか。

貸借対照表とは，一定の時点における

企業の財政状態を示すものです１）。貸

借対照表は英語でBalance Sheetといい，通常

B/S（ビーエス）と呼ばれます。企業は，経済

活動を行う際には借入れや株式の発行などによ

り資金を調達しています。この調達された資金

は，商品や設備の購入などにより様々な資産に

転化します。このような資金の調達源泉とその

運用手段をバランスさせ，１つの表にまとめた

財務諸表が貸借対照表です。資金の調達源泉が

返済義務のない株式の場合や利益の内部留保２）

による場合は，資本の部に計上し，返済義務の

ある借入金等の場合には，負債の部に計上しま

す。一方，資金の運用手段は資産の部に計上し

ます。負債及び資本の部は貸借対照表上，貸方

に記載され，資産の部は貸借対照表上，借方に

記載されます３）。

貸借対照表の表示は，日本においては財務諸

表等規則により詳細に規定されています。資産
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＜貸借対照表＞

の部は，流動資産と固定資産と繰延資産の３つ

に分類され，固定資産は更に有形固定資産，無

形固定資産，投資その他の資産に区分されます。

また，負債の部は，流動負債と固定負債に分類

され，資本の部は，資本金，資本剰余金，利益

剰余金に分類されます。流動資産／流動負債と

は，営業取引により生じた債権／債務や１年以

内に回収／返済期限が到来する債権／債務であ

り，固定資産／固定負債とは，１年以内に回

収／返済されない資産／負債です。

貸借対照表において，知的財産はどの

ように扱われていますか。

知的財産は一般に財務諸表に計上され

ていない，オフバランス４）項目であ

るといわれます。

そもそも日本の会計基準は知的財産について

会計上の整理をしておらず，通常，知的財産を

物理的な実体のない資産としての無形資産の枠

組みで捉えています。日本公認会計士協会「経

営研究調査会研究報告第12号『知的財産の評価

（中間報告）』」は，知的財産と無形資産の関係

について図１のように整理しています。この報

告書は研究資料であり，会計実務を規制するも
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のではありませんが，会計における無形資産と

知的財産の関係を整理しています。ここで無形

資産とは，借地権や電話加入権など物理的な実

体はないもので，人間の知的活動の結果生じた

とはいえない権利等も含まれます。知的資産と

は，人間の知的活動の成果を指し，ブランドや

経営管理システム等が含まれます。そして，知

的財産は，知的資産のうち法的保護が認められ

るものです５）。

日本の会計基準では，無形資産という用語で

はなく，財務諸表等規則第28条に無形固定資産

として，営業権，特許権，借地権，商標権，実

用新案権，意匠権，鉱業権，漁業権，ソフトウ

エア，その他が例示列挙されています。その他

として，水利権，版権，著作権，映画会社の原

画権６）等が財務諸表等規則ガイドライン27に規

定されています。以上の無形固定資産のうち，

営業権はいわゆる暖簾といわれるものです。な

お，企業会計原則注解25は「営業権は，有償で

譲受け又は合併によって取得したものに限り貸

借対照表に計上し」と規定しており，日本の会

計慣行においては，自己創設暖簾は貸借対照表

に計上されないことになっています７）。一般に

営業権は「超過収益力」のことを指します。こ

こで，「超過収益力」とは，同業他社よりも大

きな利益を獲得できる源泉のことを意味し，具

体的には，その会社のノウハウ，信用など様々

な要素の総体であると考えられます。このよう

な超過収益力の中には知的財産が含まれている

と考えられますが，これらの超過収益力の総体

のうち法律上の権利又は分離して譲渡可能な無

形資産以外のものは，個々の要素を識別せず，

様々な知的財産等の総体として営業権を捉える

ことになります。

その他の特許権や商標権等の無形固定資産に

ついては，財務諸表等規則に列挙されている場

合にはそれぞれの名称を付した科目名で貸借対

照表上に資産として計上します。資産計上され

る場合として，外部から特許権等を有償で購入

した場合等があります。しかし，自社内で研究

開発を行って出願し獲得した特許権等について

は，研究開発部分を費用処理すべきことが，

「研究開発費等に係る会計基準」により定めら

れているため，特許権の取得原価となりうる部

分（対価として考えられる部分）は，出願費用

等のみと考えられます８）。

知的財産に関連する資産は無形資産以外に繰

延資産９）があります。従来は試験研究費及び技

術に関する開発費が繰延資産として計上される

ことがありました。これは，会計上繰延資産の

計上が任意だったためです。しかし，研究開発

費に関する会計基準が新たに設定されたことに

伴い，試験研究費や開発費のうち①試験研究費

のすべて，②開発費のうち新技術の採用に関わ

る部分のうち一部は費用処理することとされて

います（「研究開発費及びソフトウエアの会計

処理に関するQ&A」Q710））。これらの研究開発

費は，発生時には将来の収益を獲得できるか否

か不明であり，また，研究開発計画が進行し，

将来の収益の獲得期待が高まったとしても，依

然としてその獲得が確実であるとはいえないた

めに会計上は，資産に計上することができませ

ん。

なお，上述の繰延資産は会計上の繰延資産で

すが，この他に法人税法上も繰延資産の概念が

存在します。税法上の繰延資産は，会計上の繰

延資産よりも範囲が広く11），ノウハウの一時金
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又は頭金の費用などが含まれています（法人税

法基本通達８－１－６）。また，税務上の繰延

資産は会計上の繰延資産ではないため，多くの

場合，固定資産の投資その他の資産の中に「長

期前払費用」として計上されます。

ところで，会計基準には，前月号の本連載第

１回の（A2）で記載したような複雑な会計基

準の体系がありますが，それ以前の前提として，

企業会計には一般原則があります。この原則の

１つである保守主義の原則は，予測される将来

の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を

行わなければならないという原則（企業会計原

則注解４）です。この保守主義の原則により，

将来の収益が不確実なものはできるだけ，資産

とせず費用として処理することが推奨されるこ

とになります。

なお，米国の会計基準においては，FAS141

「企業結合」，FAS142「暖簾とその他の無形資

産」に無形資産に関する規定がなされています。

また研究開発費については，FAS2「研究開発

の会計処理」において，費用処理することが定

められています。

一方，国際会計基準においては，開発費のう

ち，一定の要件を満たすものについて資産計上

が認められています。

会計上，資産となる知的財産は貸借対

照表においていくらで計上されるの

でしょうか。

資産の計上額は当初取得時とそれ以降

の計上に区分して考えることができ

ます。資産を当初取得した時点においては，取

得に要した支出額（取得原価）に基づいて評価

されます（企業会計原則第三（五））。このよう

な考え方を取得原価主義といいます。例えば，

ある特許権を他社から１億円で譲り受けたとす

ると，特許権という無形固定資産として認識さ

れ，取得原価である１億円で測定され，結果と

A 3

Q 3

して１億円で貸借対照表に計上されます12）。

この取得原価主義という考え方が貸借対照表

における資産計上額の原則的な基準とされてい

るのは，前月号本連載第１回（A4）で述べた

実現主義という収益認識基準と整合するためで

す。例えば，取得原価が１億円の特許権を期末

で第三者に評価してもらったところ，時価が

1.5億円であったとします。仮に，当該特許権

を1.5億円で計上すると時価と取得原価の差額

である0.5億円が利益としてあらわれます。し

かし，この0.5億円は評価上の含み益であり，

譲渡により確定した利益ではありません。また，

市場を通じていつでも売却可能なものでもあり

ません。そのため，実現主義の原則に矛盾して

しまいます。

なお，近年においては，一部の資産について

時価主義会計に移行しています。例えば上場株

式など金融商品のうち一定のものについては，

活発な市場が存在し，客観的な価額として時価

を把握できるということ，また，その時価によ

り換金が可能であることから時価によって評価

されます（金融商品に係る会計基準の設定に関

する意見書Ⅲ三）。

当初取得時以後の計上額に関しては，特許権

等の知的財産に代表される無形固定資産は減価

償却により費用化され，減価償却費を控除した

残高が計上されます。無形固定資産は有形固定

資産と同様に長期的に使用することを通じて会

社の収益獲得に貢献するものであり，購入した

時点や売却あるいは権利が消滅した時点で費用

化することは合理的ではありません。そのため，

収益に対応させて経済的に使用できる期間にわ

たって規則的に費用として計上し，費用化した

分だけ資産の価値を減少させることが合理的で

す。このような資産の費用配分手続13）を減価償

却といいます。

また，前月号本連載第１回（A6）で説明し

たように，減価償却費は，キャッシュ・フロー
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との関係では，非資金項目としての性格を有し

ています。これは，上記での説明から明らかな

ように，固定資産の対価の支出時点では費用と

しては計上せず，支出時以降に徐々に費用化し

ていくために支出と費用との間にタイムラグが

生じるためです。

減価償却費を計算するためには①取得原価，

②残存価額，③耐用年数の３要素が必要です。

まず，①の取得原価ですが，これは前述のよ

うに取得に要した支出額です。具体的には資産

の取得に直接要した購入対価に付随費用を加え

たものです。付随費用は当該資産を事業の用に

供するのに必要不可欠な支出をいい，取付費用

や関税などがあげられます14）。

②の残存価額は，耐用年数が到来した時点に

おける見積処分価額のことです。残存価額につ

いては，法人税法上資産の種類ごとに決定され

ているため，多くの場合，会計上もそれに従い

ます。有形固定資産の場合には残存価額は取得

価額の10%とされ，特許権に代表される無形固

定資産の残存価額は０とされています（法人税

法施行令第56条，減価償却資産の耐用年数等に

関する省令第５条，同別表10）。

③の耐用年数とは，資産の使用可能期間のこ

とです。耐用年数は，当該資産の法律上の有効

期間や物理的な要因のみではなく技術革新等の

環境変化に伴う経済的な要因を加味して決定さ

れます。実務上は多くの場合，法人税法上の法

定耐用年数を用います。

法人税法上，知的財産に係る耐用年数は以下

の通り規定されています（減価償却資産の耐用

年数等に関する省令別表３）。

特許権　　　８年

実用新案権　５年

意匠権　　　７年

商標権　　　10年

営業権　　　５年

ソフトウエア３年（複写して販売するための

原本，その他のものは５年）

上述の①から③が決まれば，所定の減価償却

方法に基づいて償却計算を行うことができま

す。減価償却方法の中で主要なものに定額法と

定率法があります。このうち定額法とは，耐用

年数期間にわたり毎期一定額を減価償却費とし

て計上する方法であり，定率法とは帳簿価額

（取得価額から既償却額を差し引いたもの）に

一定率を乗じたものを減価償却費として計上す

る方法です。両者はそれぞれ下記のような計算

式により計算されます。

【定額法】

（取得価額－残存価額）÷耐用年数

【定率法】

（取得価額－既償却額）×耐用年数に応じた

償却率

減価償却方法についても法人税法上の定めが

あり，会計上もこの法人税法の定めに従うのが

一般的です。無形固定資産の場合には，定額法

によることとされています（法人税法施行令第

48条Ⅰ四）。なお，ソフトウエアについては著

作権という分類で捉えることもできますが，勘

定科目として著作権を選択することには注意が

必要です。なぜなら，法人税法上，著作権につ

いては耐用年数の定めがないため（減価償却資

産の耐用年数等に関する省令別表３），減価償

却できないものと解されているためです。

日本においては，有形固定資産も無形固定資

産も同じ減価償却という用語を用いますが，米

国においては，有形資産の償却は，deprecia-

tion（減価償却）という用語を用い，無形資産

の償却はamortization（償却）という用語を用

います。

減価償却以外の資産価格の減額については，

減損会計の適用があります。減損とは，固定資

産の収益性の低下により投資額の回収が見込め

なくなった場合を意味します。そして，減損処

理とはこのような場合に，一定の条件下で回収
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可能性を反映させるためにその帳簿価額（取得

原価－既償却額）を減額させる会計処理をいい

ます。

固定資産は販売目的の資産（棚卸資産）とは

異なり，販売という一時点で回収されるのでは

なく，長期的な使用を通じて収益獲得に貢献す

ることを目的とする資産です。そのため，固定

資産は，長期的な使用により獲得された収益に

よって，徐々に投資額が回収されるプロセスを

辿ります。

会社は固定資産投資にあたって綿密な事業計

画を立案して投資を実行しますが､当初予定し

ていた収益を獲得できず投資額を十分に回収で

きないこともありえます。このような，固定資

産の使用に伴う収益性が著しく低下し投資額の

回収が見込めないような場合に当該固定資産を

取得原価で評価し続けると，資産の回収可能性

を超えた過大な金額が貸借対照表に計上される

ことになります。このため，回収可能性を反映

させるように帳簿価額を減額するという会計処

理が必要となります。

この固定資産の減損会計は2005年４月１日以

後に開始する事業年度より強制適用されます。

ただし，2004年３月31日以降に終了する事業年

度についての早期適用も認められており，実際

に減損会計の早期適用を行った上場企業もあり

ます。

固定資産の減損は土地･建物といった有形固

定資産に限りません。特許権等の無形固定資産，

長期前払費用であっても，その使用に伴う収益

性が低下し，投資額の回収が見込めないような

状況が生じた場合には，回収可能性を反映させ

るように，減損処理を行う必要があります。

企業集団の状況を示す連結財務諸表と

はどのようなものですか。
Q 4

＜連結財務諸表＞

有価証券報告書内に記載されている財

務情報として，まず企業集団に係る

情報を示す連結財務諸表があり，次に有価証券

発行会社の個別の財務諸表があります。この順

番が示す通り，現在においては，連結中心の開

示となっています。

投資家は，企業に投資を行う場合に，親会社

単体の財務情報のみに関心を持つのではなく，

企業グループ全体としての財務情報を必要とし

ています。特に，日本企業がグローバル化し，

製造拠点を海外子会社にしている場合や，多角

化によって持ち株会社制をとっている企業など

の場合には，親会社の財務情報のみでは，企業

の実態を適切に把握できません。そこで，親会

社を中心とした子会社や関連会社を含めた企業

グループ全体の財政状態や経営成績を示すため

の書類である連結財務諸表が重要となります。

連結財務諸表の作成の単位となる連結の範囲に

ついては，原則として，「他の会社の意思決定

機関を支配」しているか否かにより検討されま

す。具体的には，他の会社の議決権の50％超を

有している場合は，原則として子会社となり

（財務諸表等規則８条４項１号），連結の範囲に

含められます。議決権の40％以上50％以下を所

有している場合は，一定の要件を満たす場合に

は，子会社となります（財務諸表等規則８条４

項２号）。なお，50％ずつ拠出した合弁会社の

場合は，40％以上50％以下を所有するケースに

該当するため，個別に要件15）を検討します。

連結財務諸表の作成にあたっては，親会社や

子会社等の個別財務諸表を基礎とした上で，親

子会社間の取引を相殺し，親子会社間の取引に

よって生じた内部利益16）を消去します。個別財

務諸表を基礎とするため，連結対象となる子会

社の財務情報をタイムリーに親会社が入手する

ことが必要となり，特に海外子会社の情報をス

ムーズに入手するための体制整備が重要となり

ます。

A 4
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なお，連結財務諸表の表示については，連結

財務諸表規則に詳細が定められていますが，親

会社単独の個別の財務諸表に比べ，科目が簡素

化されています。

連結財務諸表において開示されるセグ

メント情報とは何ですか。

連結財務諸表において開示される内容

で重要なものにセグメント情報があ

り，事業の種類別と所在地別の情報があります。

事業の種類別のセグメント情報は，２以上の異

なる種類の事業を営んでいる場合に，事業ごと

に売上高，営業費用，資産，減価償却費，資本

的支出を記載するものです（連結財務諸表規則

第15条の２第１項）。また，所在地別セグメン

ト情報は海外に連結会社がある場合には，所在

地域ごとに売上高，営業費用，資産を記載する

ものです（同規則第15条の２第２項）。多角化，

グローバル化が進んだ企業集団においては，セ

グメント情報が企業の内容を理解する上で重要

なものとなっています。

財務情報を用いた企業の分析方法には

どのようなものがありますか。

財務諸表の分析方法のうち，代表的な

ものに収益性分析，安全性分析，成

長性分析があります。このうち，収益性分析の

指標として，資本利益率（利益／資本）や売上

高利益率（利益／売上高）や資本回転率（売

上／資本）があります。資本利益率のうち，代

表的なものは，ROA（総資産利益率：Return

on Assets）とROE（自己資本利益率：Return

on Equity）です。資本利益率は高いほど，保

有する資本を効率的に使用して利益を上げてい

るといえるため，望ましいといえます。計算式

を分解すると，資本利益率＝売上高利益率×資

本回転率となります。このため，企業としては

A 6

Q 6

＜企業内容の分析＞

A 5

Q 5

資本利益率を上げるために，売上高利益率を向

上させるか資本回転率を上昇させることが必要

となります。なお，通常，両者の関係はトレー

ドオフといわれます。売上高利益率を向上させ

る方法として，例えば，高機能製品へのシフト

やブランドを確立するなどにより販売単価を上

げることが考えられます。一方，資本回転率を

上昇させるためには，低コストで製造すること

により低価格製品を販売し，売上高を増加させ

る等の活動が考えられます。知的財産情報を効

果的に開示するためには，例えば，特許権で保

護された特別な仕様等により販売価格が高く維

持されている等の効果がある場合には，売上高

利益率と特許権の関係を示すなど，企業分析に

おける指標と保有する知的財産の関連を明記す

ることが有効であると思われます。

安全性分析とは，財務的な健全性に関する分

析であり，指標としては，自己資本比率（自己

資本／総資本（負債＋自己資本））や流動比率

（流動資産／流動負債）などがあります。自己

資本比率が高いということは，返済の義務のな

い自己資本が多いということを意味するため，

業績が悪化しても，倒産しにくいと判断されま

す。また，流動比率は，短期的な支払い能力を

示します。流動比率が低い場合は，短期間に返

済すべき負債について返済原資がないことを意

味するために危険であると判断されます。一方，

逆に現預金が多すぎることにより流動比率が高

い場合には，積極的な事業投資をしていないと

判断されることもあります。

成長性分析とは規模の拡大に関する分析であ

り，指標としては，売上高成長率（売上高増加

額／売上高）などがあります。

経営分析指標の使用においては，指標の特徴

が業種や成長の段階ごとに異なることや，各企

業の採用する会計方針によっても左右されるこ

と，更に，知的財産は一般的に資産として貸借

対照表に計上されないため，知的財産の価値が
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大きい企業の場合には，指標と実際の状況との

間に誤差が生じてしまう点も注意が必要になり

ます。

今回は，会計一般的な分野を中心にして，会

計上の基礎的な概念，考え方を説明してきまし

た。次回以降は，最近のトピックスに関連した

テーマでまとめていきます。

注　記

1） 貸借対照表に類似するものに財産目録がある。

財産目録とは，実在している企業の資産及び負

債を１つにまとめた表である。

2） 利益を配当など社外に流出させずに，社内に留

保することを内部留保という。

3） 借方（かりかた），貸方（かしかた）という用語

は会計における独特の用語であるが，借方は左

側，貸方は右側と理解しておけばよい。現在の

会計は複式簿記により成立している。複式簿記

とは，１つの取引を借方，貸方の２面から捉え

て記述するものである。つまり，特許権を500万

円で現金により外部から購入した際には，特許

権という資産の増加と現金という資産の減少と

して記録する。会計上は（借方）特許権500万

円／（貸方）現金500万円と記録される。なお，

会計上，このような記録を行うことを，「仕訳

（しわけ）を切る」という。

4） 一般に，資産，負債を貸借対照表に計上するこ

とをオンバランス（on balance sheet）といい，

計上しないことをオフバランス（off balance

sheet）という。

5） この委員会報告は，知的財産基本法の制定前に

作成されたものであり，知的財産基本法の定義

と微妙に異なっている。

6） 版権，原画権等は法律上の用語ではないが，ガ

イドラインに規定されている。著作権と併記さ

れることに違和感があるかもしれないが，この

規定からも分かるように会計基準において知的

財産は十分に整理されていない。

7） 商法においても同様の扱いで，商法施行規則33

条は「のれんは，有償で譲り受け又は吸収分割

若しくは合併により取得した場合に限り，貸借

対照表の資産の部に計上することができる」と

規定している。

8） 出願費用について，通常は出願してから特許権

として登録されるまで何年もかかる。権利が確

定するまでは，特許権と言えず，仮払金等の経

過勘定（内容が確定せず，仮に計上される科目）

に計上すると考えられるが，会計的には権利と

して確定するか否かが不確定なものは，できる

だけ，貸借対照表の資産として認めないという

慣行的な考えがあるため，支払手数料等の費用

として処理されていることが多いと思われる。

9） 繰延資産は，「すでに代価の支払いが完了し又は

支払義務が確定し，これに対応する役務の提供

を受けたにもかかわらず，その効果が将来にわ

たって発現するものと期待される費用」（企業会

計原則注解15）である。現在，財務諸表等規則

には繰延資産として，創立費，開業費，開発費

等合計７つが規定されている。このうち開発費

は「新技術又は新経営組織の採用，資源の開発，

市場の開拓等のため支出した費用，生産能率の

向上又は生産計画の変更等により，設備の大規

模な配置換えを行った場合等の費用をいう。た

だし，経常費の性格をもつものは含まれないも

のとする。」と規定されている。

10） 公認会計士協会会計制度委員会から公表された

Q&A。多くのテーマについてQ&Aが公表され

ており，会計処理を行うにあたって参考とされ

る基準の１つである。

11） 法人税法は繰延資産を「自己が便益を受けるた

めに支出する費用で，支出の効果がその支出の

日以後１年以上に及ぶもの」と定めている（法

人税法施行令14条１項９号）。

12） 認識測定という用語は前月号本連載第１回（A4）

で述べた収益と費用の計上における用語として

だけではなく，帳簿への記載の意味でも使われ

ることがある。ここでは，「認識」とは帳簿に記

載することをいい，「測定」とはいくらで記載す

るかをいう。

13） 会計において手続とは，取引を財務諸表に反映

させるために実施する具体的な会計処理の方法

のことをいう。

14） 会計において取得原価とは，購入したものの代

金のみではなく，付随費用が加算される。例え

ば，外部から購入した特許権の場合は，特許権

譲渡契約に記載された譲渡対価のみではなく，

移転に要する登録費用等も含まれることになる。

なお，法人税法基本通達7-3-14注１の規定により

791知　財　管　理　Vol. 55 No. 6 2005

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



出願料，特許料その他登録のために要する費用

の額は取得原価に算入できないことができると

され，損金にできるため，会計上も税務の処理

に合わせて，費用化していることが多いと思わ

れる。

15） 要件として，役員や従業員等が取締役会の過半

数を占める場合，他の会社の重要な事業方針の

決定を支配する契約が存在する場合等がある。

16） 例えば，親会社が販売子会社に原価80の製品を

100で卸したとする。親会社は売上100－原価

80＝20の利益を計上しているが，企業集団とし

て考えれば，子会社が外部へ販売するまでは20

の利益は実現しているとはいえない。この利益

を内部利益といい，決算において消去される。

（原稿受領日　2005年２月８日）
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